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§転倒 ⇒ 骨折 ⇒

筋力低下

活動低下

§病気 ⇒ ⇒ ⇒
（脱水・誤嚥性肺炎・脳血管障害etc）

§認知症状出現（物忘れ・徘徊）

⼊
院

認知機能
低下

介護サービスの利用



介護認定を取得する。

（要介護1～5，要支援1・2）

どうするか？

住民票のある（住んでいる）役所の窓口か地域包括支援センターで申請

・申請書（窓口に）

・介護保険者証（65歳になると役所から送られてきます）

・医療保険者証

高齢者総合相談センター/高齢者あんしんセンター等の名称の地区もあり介護認定申請

ポイント

申請前2か月以内に受診していることが必要



被保険者番号

認定結果がでると
①要介護状態区分
②認定年月日

③認定の有効股間
④区分支給限度基準額 が記載

ケアマネ事業所

入所施設名



表 裏

主治医



・認定の判断は介護に要する手間と時間

・認知が疑われる（軽度）の方 取り繕う傾向

単なる物忘れ ×認知

鍋の焦がし、同じものを購入、昼夜逆転生活

外出先から戻ってこれない、徘徊、暴言、介護に対する抵抗

・主治医（意見書） ベストは近所のかかりつけ医 ⇒ 普段の生活状況を知っている

大病院の担当医 意見書の提出に時間がかかる

病状のことしか書かない場合が多い

頻度

介護・生活状態（困ってい
ること）のMEMO



市町村
（包括支援センター）

本人（家族）

申
請

主治医

認定調査員

主治医意見書
作成依頼

訪問調査依頼

訪問調査

主治医
意見書

認定調査票

介護認定結果

市町村
介護認定審査会

要介護１～５
要支援１,２

非該当

CP一次判定

（保険・医療・福祉の学識経験者）

申請から、結果の通知は、30日以内にするとされていますが、
30日以上かかるケースも少なくありません。



§介護認定を取得したら

まずはケアマネジャーを決める

在宅介護 ・契約 ・担当者会議（本人、家族、関係者が集合）

・ケアプランを作ってもらう ・サービス提供事業者

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、ディサービス……

定期巡回・随時対応型訪問看護介護…

ショートステイ

or 

施設介護 ・介護老人福祉施設（特養）、介護老人保健施設、介護医療院

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

［・有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅 ］

地域包括支援センターで
ケアマネ紹介してくれる or
リストを渡され自分で探す



要介護等
状態区分

区分支給
限度額

留意点

介
護
給
付

要介護５ 36,217単位
介
護
度
が
高
く
な
る
と

料
金
が
上
が
る
サ
!
ビ
ス

※

要介護４ 30,938単位

要介護３ 27,048単位 介護老人福祉施設（特養）申込

要介護２ 19,705 ※介護用ベッド/車椅子/床ずれ防止用具/体位変換器

要介護１ 16,765

予
防
給
付

要支援２ 10,531 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）申込

要支援１ 5,032
住宅改修/福祉用具購入（ポータブルトイレ、入浴補助具他）
福祉用具レンタル（※を除く）

地
域

支
援

事
業

非該当（自立） （5,032) （介護予防・日常生活支援総合事業）

※ 特養/老健/有料老人ホーム/グループホーム/ショートステイ/ディサービス/ディケア



要介護１～５

ケアマネ事業所
と契約

ケアマネジャー
による課題分析

サービス担当者
会議

ケアプラン決定
介護サービス提
供事業者と契約

サービス
利用

在
宅

施
設 施設と契約

施設ケアマネが
施設サービス
計画作成

サービス
利用

要支援１,２

包括支援セン
ターと契約

包括支援セン
ターの担当者に
よる課題分析

サービス担当者
会議

介護予防
ケアプラン決定

介護予防サービ
ス提供事業者と
契約

サービス
利用

非該当（自立） 基本チェックリスト（心身の状況を把握するための２５項目）で該当

サービス提供事
業者と契約

サービス
利用



上手な「介護保険」の利用のためのポイント

在宅（自宅）での介護の場合

チームケアを意識する

・介護者（家族）間の連携、連帯（役割分担）

・ケアマネジャーとの連携（スムーズな意思疎通）

・主治医との連携

・ご近所との連携
ポイント

・介護者の意見を押し付けないこと（聞く耳をもつこと）
・ネットの情報を振り回さないこと
・ケアマネジャーを含めサービス提供事業者との適切な距離感を
保つこと（適度な緊張感を充てることがベスト）


